
見積依頼公告 

  

 令和８年２月２５日 

  

                     支出負担行為担当官 

                       和歌山労働局総務部長  伊藤 宏之 

  

下記のとおり見積合わせに付します。 

  

記 

  

１ 見積合わせに付する事項  

(1) 件名 

令和８年度事務用消耗品類調達（ファイル類）に係る単価契約 

(2) 調達件名の仕様等 

仕様書による 

(3) 履行期限 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

(4) 履行場所 

仕様書による 

 

２ 見積に参加する者に必要な資格等に関する事項 

次に掲げる条件をすべて満たしていること。  

   (1) 令和 7･8･9 年度 厚生労働省競争入札参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のＢ、Ｃ又はＤの等

級に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 

(2) 官庁(国のすべての機関)及び地方公共団体から指名停止、一般競争入札等参加資格停止又は取引停止

の措置を受けていない者であること。 

(3) 労働保険の加入義務があるにもかかわらず加入していない者でないこと。 

(4) 労働保険料を滞納していない者であること。 

 

３ 仕様書等の交付場所、見積書提出場所及び問い合わせ先 

和歌山労働局総務部総務課会計第一係 

 和歌山市黒田二丁目３番３号 栗川 

 電話 073-488-1100／FAX 073-475-0112 

 メールアドレス kurikawa-yui.q50@mhlw.go.jp 

 

４ 仕様書等の交付期間 

   公告日から令和８年３月１３日（金）まで 

   開庁日の９時００分～１２時００分・１３時００分～１７時００分 

   なお、仕様書等の交付を希望する者は、その旨を連絡すること。 

 

５ 見積書提出期限 

   令和８年３月１６日（月） １２時００分 

 

６ 見積書の無効 

   本公告に示した競争参加資格のない者の見積書及び見積合わせに関する条件に違反した見積書は無効とす

る。 

 

７ その他 

   詳細については、仕様書等による。 



1 見積もり合わせに付する事項等

（１）

（２） 仕様書による。
（３） １２：００
（４）

2 見積書作成に当たっての留意事項
（１）　宛先は「支出負担行為担当官　和歌山労働局総務部長」としてください。

（ただし、請求書においては「官署支出官　和歌山労働局長」とします。）
（２）　住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載が必要です。

（記載がないものは無効となりますので、ご注意ください。）

3 見積書提出方法
下記の提出先へ持参、郵送又はメールで提出してください。
ただし、郵送またはメールによる場合、提出期限を過ぎて到着したものは無効とします。

4 見積書の無効
見積書で次の各号の一に該当するものは無効とします。

（１）記名のない見積書
（２）内容が判然としない見積書
（３）見積金額を加除訂正した見積書
（４）見積の積算に誤りがある見積書

5 落札者の決定
（１）

（２）

6 契約書及び請書の作成
契約書の作成を必要とします。

7 その他必要な事項
（１）

（２）

8 見積書の提出先及び問い合わせ先
〒640-8581
和歌山市黒田二丁目３番３号　和歌山労働総合庁舎３階

和歌山労働局総務部総務課　栗川
電話番号 073-488-1100／ＦＡＸ番号 073-475-0112

kurikawa-yui.q50@mhlw.go.jpメール　

　見積書提出者は、見積書提出後この説明書、仕様書等について、不明又は錯誤
等を理由に異議を申し立てることはできません。

見積もり合わせ説明書

件 名

調達品目等詳細
見積書提出期日 令 和 8年 3月 16 日 ( 月 )
見積書記載金額

令和８年度事務用消耗品類調達（ファイル類）に係る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単価契約

　予算決算及び会計令第９９条の５の規定に基づいて作成された予定価格の制限
内で、最低価格をもって有効な見積書を提出した者を落札者とします。
　落札となるべき同価の見積書を提出した者が２人以上あるときは、くじ引きに
より落札者を決定します。

　本件に係る見積書提出に関しての費用については、すべて見積書提出者の負担
としますので、予めご了承願います。

　本件は、納入及び諸手続等の一切の費用を含む総価としま
す。
　なお、消費税の金額も別途記載することとし、当該消費税
等の額に１円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て
るものとします。



仕 様 書 

 
１ 件  名 
  令和８年度事務用消耗品類調達（ファイル類）に係る単価契約 
 
２ 調達品目及び予定数量 
  別紙１「調達品目及び予定数量一覧」のとおり。 

予定数量は、あくまでも予定であるため増減については了承すること。 
 

３ 納入場所 
  和歌山労働局、各労働基準監督署、各公共職業安定所及び各出先機関。 
  詳細については、別紙２「和歌山労働局施設所在地一覧表」のとおり。 
 
４ 契約期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
 
５ 発注方法 

   （１）和歌山労働局総務部総務課会計第一係から落札業者あて、年４回（令和８年４月、６月、

９月及び１２月の各月上旬）、調達品目に上記３の各官署ごとの発注数量を記載した電子

データをインターネットメールで送信することにより発注を行う。 
（２）なお、発注については原則年４回とするが、都合により臨時に発注を行う場合があるの

で了承すること。 
 
６ 納品方法 

（１）上記５により発注した数量を、別途指示する納入期限（概ね発注月月末）までに、落札

業者から各官署へ直接納品すること。 
     なお、和歌山労働局分については、以下の各階ごとに分けて別途指示する保管場所へ納

品すること。 
      和歌山労働総合庁舎分各階：２階（監督課・賃金室・健康安全課・労災補償課）、 

３階（総務課）、４階（労働保険徴収室、雇用環境・均等室）、 
５階（職業安定部） 

  （２）郵送による納品も可能とするが、出来る限り上記同様、落札業者において検品を済ませ

た上で、落札業者から各官署あて直接郵送すること。 
      なお、郵送事故による調達品目の破損等は落札業者の負担により新品に取り替えること。 
   （３）納品の際、各官署ごとに納品日、納品数量等を明記した納品書を交付すること。 
 
 ７ 留意事項 
   （１）契約締結後、調達品目が製造中止等により提供できなくなる場合は、当方に通知し承認

を得た上で、後継商品もしくは同等以上の商品を同一の契約単価で提供すること。 
（２）①本契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者（乙の子会社（会社法第２条第３ 



号に規定する子会社をいう。）を含む。）に委託することは認めないものとする。 
②本契約の一部について再委託を行う場合には、あらかじめ再委託に係る承認書を提出

し、承認を受けること。ただし、当該再委託の契約金額が５０万円未満の場合は省略す

ることができる。 
③再委託した業務に伴う第三者の行為については、すべて責任を負うこと。 

  ④再委託を行うときは、本契約を遵守するために必要な事項について契約書を準用して

再委託の相手方と契約を締結すること。 
⑤再委託に関する内容に変更が生じた場合は、再委託に係る変更承認申請書を提出し、

承認を受けること。ただし、②のただし書に該当する場合は除く。 
  ⑥再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は

名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を提出すること。 
 

８ 代金の請求及び支払い方法 
  （１）四半期ごとの納品数量を取りまとめの上、別途指示する方法により請求書を作成し、「官

署支出官 和歌山労働局長」あて請求すること。 
（２）支払いは適法な請求書を受理後、３０日以内に指定された金融機関に振り込むこととす

る。 
 



別紙１

№ 品目番号 区分 品　目 仕　　様
請求
単位

総合計

1 4 ﾌｧｲﾙ クリヤーホルダー A4　透明　薄型タイプ　1パック20枚入 コクヨ フ-S780 パック 113

2 4 ﾌｧｲﾙ クリヤーホルダー A4　透明　　　　1パック10枚入 コクヨ フ-B750NTX10 パック 418

3 4 ﾌｧｲﾙ クリヤーホルダー A4　青　　　　　1パック10枚入 コクヨ フ-B750NBX10 パック 13

4 4 ﾌｧｲﾙ クリヤーホルダー A4　緑　　　　　1パック10枚入 コクヨ フ-B750NGX10 パック 3

5 4 ﾌｧｲﾙ クリヤーホルダー A4　ピンク　　　1パック10枚入 コクヨ フ-B750NPX10 パック 20

6 4 ﾌｧｲﾙ クリヤーホルダー A4　黄　　　　　1パック10枚入 コクヨ フ-B750NYX10 パック 30

7 4 ﾌｧｲﾙ クリアケース A4-S　横型チャック付きマチなし ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ D081J-A4 枚 40

8 4 ﾌｧｲﾙ 硬質カードケース A4判　硬質　フレーム色：透明 クラウン CR-CHA4-T 枚 115

9 4 ﾌｧｲﾙ 硬質カードケース A4判　硬質　フレーム色：赤色 クラウン CR-CHA4C-R 枚 16

10 4 ﾌｧｲﾙ 硬質カードケース A4判　硬質　フレーム色：青色 クラウン CR-CHA4C-BL 枚 33

11 4 ﾌｧｲﾙ ソフトカードケース A4判　軟質　透明　厚さ:0.4㎜以上 コクヨ クケ-64 枚 1

12 4 ﾌｧｲﾙ ファイリングフォルダー A4　透明　1山見出し　1パック10枚入　　 コクヨ フ-GM750-1T パック 3

13 4 ﾌｧｲﾙ PPポケットホルダー A4　縦220(＋15)×横310×ﾏﾁ20mm　透明　 ライオン LFS-12PH 枚 50

14 4 ﾌｧｲﾙ シスフォルダー A4-S　縦　フタ付　透明　1パック５枚入り セキセイ SYF-151-90 パック 4

15 4 ﾌｧｲﾙ シスフォルダー A4-S　縦　フタ付　青　  1パック５枚入り セキセイ SYF-151-10 パック 3

16 4 ﾌｧｲﾙ シスフォルダー A4-S　縦　フタ付　緑    1パック５枚入り セキセイ SYF-151-30 パック 4

指定商品及び推奨品

調達品目及び予定数量一覧



17 4 ﾌｧｲﾙ シスフォルダー A4-S　縦　フタ付　赤    1パック５枚入り セキセイ SYF-151-20 パック 6

18 4 ﾌｧｲﾙ シスフォルダー A4-S　縦　フタ付　黄    1パック５枚入り セキセイ SYF-151-50 パック 4

19 4 ﾌｧｲﾙ クリヤーブック A4-S　縦　固定式　20ポケット　青 コクヨ ﾍﾞｰｼｯｸ ラ-B20B 冊 2

20 4 ﾌｧｲﾙ クリヤーブック A4-S　縦　固定式　20ポケット　赤 コクヨ ﾍﾞｰｼｯｸ ラ-B20R 冊 15

21 4 ﾌｧｲﾙ クリヤーブック A4-S　縦　固定式　20ポケット　黄 コクヨ ﾍﾞｰｼｯｸ ラ-B20Y 冊 7

22 4 ﾌｧｲﾙ クリヤーブック A4-S　縦　替紙式　25ポケット　30穴　青 コクヨ
ｳｪｰﾌﾞｶｯﾄﾎﾟｹｯﾄ・
替紙式　ラ-T730B

冊 8

23 4 ﾌｧｲﾙ クリヤーブック替紙 A4-S　縦　1袋10枚入　30穴 コクヨ
ｳｪｰﾌﾞｶｯﾄﾎﾟｹｯﾄ用
替紙　ラ-T880B

袋 17

24 4 ﾌｧｲﾙ ケースファイル A4　 縦　青 　　名刺入ポケット付　1袋10冊入 コクヨ フ-900NB 袋 1

25 4 ﾌｧｲﾙ ケースファイル A4 　縦　緑 　　名刺入ポケット付　1袋10冊入 コクヨ フ-900NG 袋 1

26 4 ﾌｧｲﾙ ケースファイル A4　 縦　黄 　　名刺入ポケット付　1袋10冊入 コクヨ フ-900NY 袋 1

27 4 ﾌｧｲﾙ ケースファイル A4 　縦　青　替背紙式　タイトルシート付 コクヨ フ-930NB 冊 1

28 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイル A4-S　縦　青　　　1袋10冊入 コクヨ
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙV
（樹脂製とじ具）
フ-V10B

袋 105

29 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイル A4-S  縦　緑　　　1袋10冊入 コクヨ
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙV
（樹脂製とじ具）
フ-V10G

袋 72

30 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイル A4-S  縦　ピンク　1袋10冊入 コクヨ
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙV
（樹脂製とじ具）
フ-V10P

袋 108

31 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイル A4-S  縦　黄　　　1袋10冊入 コクヨ
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙV
（樹脂製とじ具）
フ-V10Y

袋 83

32 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイル A4-E  横　青　　　1袋10冊入 コクヨ
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙV
（樹脂製とじ具）
フ-V15B

袋 1



33 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイル A4-E  横　緑　　　1袋10冊入 コクヨ
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙV
（樹脂製とじ具）
フ-V15G

袋 4

34 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイル B4-S　縦　青　　　1袋10冊入 プラス No.011N　ﾌﾞﾙｰ 袋 1

35 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイル B4-S　縦　緑　　　1袋10冊入 プラス No.011N　ｸﾞﾘｰﾝ 袋 1

36 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイル B4-S　縦　ピンク　1袋10冊入 プラス No.011N　ﾋﾟﾝｸ 袋 1

37 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイル B4-S　縦　黄　　　1袋10冊入 プラス No.011N　ｲｴﾛｰ 袋 1

38 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイル B4-S　縦　グレー　1袋10冊入 プラス No.011N　ｸﾞﾚｰ 袋 1

39 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイルＷ A4-S  縦　厚とじ　青　　　1袋10冊入 コクヨ
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙW
（厚とじ）
フ-W10NB

袋 50

40 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイルＷ A4-S  縦　厚とじ　緑　　　1袋10冊入 コクヨ
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙW
（厚とじ）
フ-W10NG

袋 36

41 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイルＷ A4-S  縦　厚とじ　ピンク　1袋10冊入 コクヨ
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙW
（厚とじ）
フ-W10NP

袋 43

42 4 ﾌｧｲﾙ フラットファイルＷ A4-S  縦　厚とじ　黄　　　1袋10冊入 コクヨ
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙW
（厚とじ）
フ-W10NY

袋 69

43 4 ﾌｧｲﾙ 背幅伸縮ファイル A4-S　縦　青　1箱10冊入 コクヨ
ｶﾞﾊﾞｯﾄﾌｧｲﾙ
（紙製） フ-90B

箱 161

44 4 ﾌｧｲﾙ 背幅伸縮ファイル A4-E  横　青　1箱10冊入 コクヨ
ｶﾞﾊﾞｯﾄﾌｧｲﾙ
（紙製） フ-95B

箱 5

45 4 ﾌｧｲﾙ レバーファイル A4-S　縦　青 コクヨ フ-U330B 冊 3

46 4 ﾌｧｲﾙ レバーファイル A4-S　縦　緑 コクヨ フ-U330G 冊 5

47 4 ﾌｧｲﾙ レバーファイル A4-S　縦　ライトグレー コクヨ フ-U330LM 冊 2

48 4 ﾌｧｲﾙ レバーファイル A4-S　縦　赤 コクヨ フ-U330R 冊 9

49 4 ﾌｧｲﾙ レバーファイル A4-S　縦　黄 コクヨ フ-U330Y 冊 14

50 4 ﾌｧｲﾙ パイプ式ファイル A4-S　3cm　縦　両開き　青 コクヨ フ-RT630B 冊 225



51 4 ﾌｧｲﾙ パイプ式ファイル A4-S　4cm　縦　両開き　青 コクヨ フ-RT640B 冊 115

52 4 ﾌｧｲﾙ パイプ式ファイル A4-S　5cm　縦　両開き　青 コクヨ フ-RT650B 冊 123

53 4 ﾌｧｲﾙ パイプ式ファイル A4-S　6cm　縦　両開き　青 コクヨ フ-RT660B 冊 70

54 4 ﾌｧｲﾙ パイプ式ファイル A4-S　7cm　縦　両開き　青 コクヨ フ-RT670B 冊 20

55 4 ﾌｧｲﾙ パイプ式ファイル A4-S　8cm　縦　両開き　青 コクヨ フ-RT680B 冊 115

56 4 ﾌｧｲﾙ パイプ式ファイル A4-S　9cm　縦　両開き　青 コクヨ フ-RT690B 冊 59

57 4 ﾌｧｲﾙ パイプ式ファイル A4-S　10cm 縦　両開き　青 コクヨ フ-RT6100B 冊 93

58 4 ﾌｧｲﾙ パイプ式ファイル A4-E　3cm　横　両開き　青 コクヨ フ-RT635B 冊 18

59 4 ﾌｧｲﾙ パイプ式ファイル A4-E　4cm　横　両開き　青 コクヨ フ-RT645B 冊 30

60 4 ﾌｧｲﾙ パイプ式ファイル A4-E　5cm　横　両開き　青 コクヨ フ-RT655B 冊 13

61 4 ﾌｧｲﾙ パイプ式ファイル A4-E　6cm　横　両開き　青 コクヨ フ-RT665B 冊 34

62 4 ﾌｧｲﾙ パイプ式ファイル A4-E　8cm　横　両開き　青 コクヨ フ-RT685B 冊 8

63 4 ﾌｧｲﾙ リングファイル A4-S　縦　リング内径2.6㎝　　黄　 コクヨ
ｽﾘﾑｽﾀｲﾙ
フ-URF430NY

冊 53

64 4 ﾌｧｲﾙ リングファイル A4-S　縦　リング内径3.9㎝　　青 コクヨ フ-440NB 冊 78

65 4 ﾌｧｲﾙ Ｒチューブファイル A4-S　縦　3.3cm　片開き　青 コクヨ
Rﾁｭｰﾌﾞﾌｧｲﾙ
（S型）
ﾌ-R640NB

冊 1

66 4 ﾌｧｲﾙ 用箋はさみ A4-S  縦　グレー コクヨ ヨハ-23　 枚 31

67 4 ﾌｧｲﾙ クリップフォルダー A4　黒　カバー付き用箋狭 コクヨ ヨハ-50D 冊 9

68 4 ﾌｧｲﾙ クリップフォルダー A4　青　カバー付き用箋狭 コクヨ ヨハ-50B 冊 8

69 4 ﾌｧｲﾙ デスクトレー A4　　ピンク リヒトラブ A-717　ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ 個 41



70 4 ﾌｧｲﾙ デスクトレー A4　　ブルー リヒトラブ
A-717　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｲｵ
ﾚｯﾄ

個 29

71 4 ﾌｧｲﾙ デスクトレー B4　　色はピンク・ブルー以外 リヒトラブ A-713　ｵﾘｰﾌﾞ 個 1

72 4 ﾌｧｲﾙ デスクトレー A3　　色はピンク・ブルー以外 リヒトラブ A-718　ｵﾌﾎﾜｲﾄ 個 5

73 4 ﾌｧｲﾙ スタッキングトレー A4　縦　青 コクヨ DT-40NB 個 25

74 4 ﾌｧｲﾙ ファイルボックス A4　横　青 コクヨ
ﾌｧｲﾙﾎﾞｯｸｽ-FS
（Dﾀｲﾌﾟ）
A4-SFD-B

個 57

75 4 ﾌｧｲﾙ ファイルボックス A4　横　緑 コクヨ
ﾌｧｲﾙﾎﾞｯｸｽ-FS
（Dﾀｲﾌﾟ）
A4-SFD-G

個 21

76 4 ﾌｧｲﾙ ファイルボックス A4　横　ピンク コクヨ
ﾌｧｲﾙﾎﾞｯｸｽ-FS
（Dﾀｲﾌﾟ）
A4-SFD-P

個 40

77 4 ﾌｧｲﾙ ファイルボックス A4　縦　青 コクヨ
ﾌｧｲﾙﾎﾞｯｸｽS
フ-E450B

個 157

78 4 ﾌｧｲﾙ ファイルボックス A4　縦　緑 コクヨ
ﾌｧｲﾙﾎﾞｯｸｽS
フ-E450G

個 33

79 4 ﾌｧｲﾙ ファイルボックス A4　縦　ピンク コクヨ
ﾌｧｲﾙﾎﾞｯｸｽS
フ-E450P

個 63

80 4 ﾌｧｲﾙ ファイルボックス A4　縦横　青 コクヨ
ﾌｧｲﾙﾎﾞｯｸｽE&S
フ-E455B

個 18

81 4 ﾌｧｲﾙ ファイルボックス A4　縦横　緑 コクヨ
ﾌｧｲﾙﾎﾞｯｸｽE&S
フ-E455G

個 6

82 4 ﾌｧｲﾙ ファイルボックス A4　縦横　ピンク コクヨ
ﾌｧｲﾙﾎﾞｯｸｽE&S
フ-E455P

個 20

※契約締結後、調達品目が製造中止等により提供できなくなる場合は、当方に通知し承認を得た上で、後継商品もしくは同等以上の商品を同一の契約単価で提供すること。



            和歌山労働局施設所在地一覧表          別紙２ 
 
整理

番号 
官 署 名 住  所 

１ 和歌山労働局総務部総務課 
〒640-8581 
和歌山市黒田二丁目３番３号 
和歌山労働総合庁舎３階 

２ 和歌山労働基準監督署 
〒640-8582 
和歌山市黒田二丁目３番３号 
和歌山労働総合庁舎１階 

３ 御坊労働基準監督署 
〒644-0011 
御坊市湯川町財部１１３２ 

４ 橋本労働基準監督署 
〒648-0072 
橋本市東家六丁目９番２号 

５ 田辺労働基準監督署 
〒646-8511 
田辺市明洋二丁目２４番１号 

６ 新宮労働基準監督署 
〒647-0033 
新宮市清水元一丁目２番９号 

７ 和歌山公共職業安定所 
〒640-8331 
和歌山市美園町５丁目４－７ 

８ 
岩出職業紹介窓口 
（ワークプラザ紀ノ川） 

〒649-6216 
岩出市野上野９７ 

９ ハローワークサロンほんまち 
〒640-8033 
和歌山市本町１丁目２２番 

１０ 
紀の川市ふるさとハローワーク 
（ワークサロン貴志川） 

〒640-0411 
紀の川市貴志川町前田１４２ 

１１ 
地域共同就職支援センター 
（ワークプラザ河北） 

〒640-8403 
和歌山市北島３７－５ 

１２ 新宮公共職業安定所 
〒647-0044 
新宮市神倉４丁目２番４号 

１３ 
新宮公共職業安定所 
串本出張所 

〒649-3503 
東牟婁郡串本町串本２０００の９ 

１４ 田辺公共職業安定所 
〒646-0027 
田辺市朝日ヶ丘２４の６ 

１５ 御坊公共職業安定所 
〒644-0011 
御坊市湯川町財部９４３ 

１６ 湯浅公共職業安定所 
〒643-0004 
有田郡湯浅町湯浅２４３０の８１ 

１７ 海南公共職業安定所 
〒642-0001 
海南市船尾１８６の８５ 

１８ 橋本公共職業安定所 
〒648-0072 
橋本市東家５丁目２番２号 

 



 

 

保険料納付に係る申立書  
 
 

 当社は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国

健康保険協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近

２保険年度に支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料

をいう。）について、一切滞納がないことを申し立てます。  
 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問

わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参

加資格の停止処分を受けることに異議はありません。  
 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求めら

れたときは、速やかに対応することを確約いたします。  

 
 

令和   年   月   日  

 
 

（住 所）  

                        
（名 称）  
                        

（代表者）  
                        

 

 
支出負担行為担当官  

和歌山労働局総務部長  殿  



誓  約  書 
 

 □ 私 
 □ 当社 
は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 
 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 
 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 

記 
１ 契約の相手方として不適当な者 
（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体

である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）であるとき 
（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 
（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 
（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

るとき 
（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 
 
２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 
（１） 暴力的な要求行為を行う者 
（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 
（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 
（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 
（５） その他前各号に準ずる行為を行う者 
 
支出負担行為担当官 
和歌山労働局総務部長 殿 
 
令和   年  月  日 

 
        所 在 地 
        事業所名 

代表者名                    
 
※別紙「役員等名簿」を添付すること。 



役 員 等 名 簿 
 
 
事業所名                                        
 
 
所 在 地                                        
 
 

役職名 
（フリガナ） 

氏名 
生年月日 

  年   月   日 

  年   月   日 

  年   月   日 

  年   月   日 

  年   月   日 

  年   月   日 

  年   月   日 

  年   月   日 

  年   月   日 

 （注）法人の場合、法人登記簿に記載されている役員全員を記入してください。 



契約書 

 

支出負担行為担当官 和歌山労働局総務部長 ○○（以下「甲」という。）と株式会社 ●● 代表

取締役 ●●（以下「乙」という。）は、下記の件について次の条項により契約を締結する。 

 なお、現品を甲の指定する場所に納入（搬入の場合も含む。以下同じ。）するまでに要する費用は、

契約金額中に含むものとする。 

 

記 

 

契約件名  令和８年度事務用消耗品調達（ファイル類）に係る単価契約  

 

 契約金額  本件は物品毎の単価契約とし、規格及び仕様は別紙１のとおりとする。 

（消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28条第 1項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及

び 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。） 

  

 契約保証金  免 除 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（納入場所及び期限） 

第２条 現品の納入場所等は、次のとおりとする。 

 納入場所   別紙２のとおりとする。 

 数量    甲から四半期の発注毎に別途指示する。（甲の都合により臨時に発注することがある。） 

 納入期限  上に同じ 

（納品検査） 

第３条 乙は、現品を納入しようとするときは、納品書とともに、あらかじめ希望日時、場所、品名、

数量等の必要事項を通知し、立会の上検査を受けなければならない。 

２ 甲は、前項により納入の通知を受けた日から１０日以内に検査を実施するものとする。 

３ 納入現品は、すべて甲の指示（仕様書等）のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでな

ければならない。 

４ 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 

（所有権の移転及び危険負担） 

第４条 納入現品の所有権は、甲が、検査の結果、合格品と認め、検印を押捺し、合格品を受領し、

乙にその受領証を交付したときに移転する。 

２ 所有権移転前に生じた現品の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故

意又は重大な過失によって生じた場合は、この限りでない。 

３ 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場

合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 

（不合格品引取） 

第５条 乙は、検査の結果不合格となったときは、甲が指定する期限までに、現品を撤去しなければ

ならない。 

２ 甲は、前項の期限経過後、乙の負担において、その現品を他の場所に運搬し、第三者に保管を託

すことができる。 

（納期の有償延期） 

第６条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に現品の納入ができな

いときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 

２ 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して

延期を許すことができる。 

（納期の無償延期） 

第７条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により納入場所及び納入期限に現品の納入が



できないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 

２ 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許

すことができる。 

（遅滞料） 

第８条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に

対し、年３．０パーセントの割合で計算した額とする。 

（契約の解除） 

第９条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金

額の１００分の１０に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければ

ならない。なお、第３号から第５号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 

（１）第６条及び第７条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了

しないとき。 

（２）乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 

（３）乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

（４）甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、

又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 

（５）第２６条の規定に違反したとき。 

３ 甲は、乙について民法第５４２条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、

本契約の全部又は一部を解除することができる。 

４ 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰す

べき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 

（損害賠償） 

第１０条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、

その損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、この契約の履行に着手後、前条第１項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意

思表示があった日から１０日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 

３ 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第１１条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の

全部又は一部を解除することができる。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役

員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は同法第８条の２（同法第８条

第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行ったと

き、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規

定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の２第１８項若しくは第２１項の規

定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（２）乙又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第１９８条

又は独占禁止法第８９条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき（乙の役員

又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

（３）競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったこ

とが判明したとき。 

（４）乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検さ

れ、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 

（５）第３項の規定による報告を行わなかったとき。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の規定

による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 



３ 乙は、第１項第３号又は第４号の事実（再委託先に係るものを含む。）を知った場合には、速や

かに甲に報告しなければならない。 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第１２条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除

するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、請負（契約）

金額（本契約締結後、請負（契約）金額の変更があった場合には、変更後の請負（契約）金額）の

１００分の１０に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２（同法

第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行

い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条の

３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納

付命令が確定したとき。 

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項

の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（４）乙又は乙の代理人が刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８９条第

１項の規定による刑が確定したとき。 

（５）前条第１項第３号、第４号又は第５号のいずれかに該当したとき。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超

過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

（違約金に関する遅延利息） 

第１３条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日

を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３．０パーセントの割合で計算した額の遅延

利息を甲に支払わなければならない。 

（契約金額の支払） 

第１４条 乙は、第３条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提

出するものとする。 

２ 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から３０日以内にその対価を支払わなければならな

い。 

（支払遅延利息） 

第１５条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに対価を支払わないときは、そ

の翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和 24 年 12 月大蔵省告示

第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得ら

れた額（百円未満切捨）を遅延利息として乙に支払うものとする。 

（権利義務の譲渡等） 

第１６条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは

一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を

受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の

３に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に

規定する特定目的会社及び信託業法（平成１６年法律第１５４号）第２条第２項に規定する信託会

社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面

により甲に届け出なければならない。 

（属性要件に基づく契約解除） 

第１７条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約

を解除することができる。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である



場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体

である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

るとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

（行為要件に基づく契約解除） 

第１８条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何ら

の催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

（表明確約） 

第１９条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当

しないことを確約する。 

２ 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下請負人

（下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以降のすべて

の受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合

の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約しなければならない。 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第２０条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請

人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契

約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解

除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解

除することができる。 

（契約解除に基づく損害賠償） 

第２１条 甲は、第９条第２項、同条第３項、第１７条、第１８条、第２０条第２項、第２４条及

び第２７条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、

何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 乙は、甲が第９条第２項、同条第３項、第１７条、第１８条、第２０条第２項、第２４条及び

第２７条第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損

害を賠償するものとする。 

（不当介入に関する通報・報告） 

第２２条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反

社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、

これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に

報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る報告） 



第２３条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受

け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 

（厚生労働省所管法令違反に係る契約解除） 

第２４条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に

対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１）乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検

されたとき。 

（２）乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽が

あったことが判明したとき。 

（３）乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第１号の状況に至ったことを報告しなかったことが

判明したとき。 

２ 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 

（厚生労働省所管法令違反に係る違約金） 

第２５条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、

契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の

１０に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその

超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

（秘密の保持） 

第２６条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的

以外に利用してはならない。 

（納品物が契約の内容に適合しない場合の措置） 

第２７条 甲は、第３条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が

契約の内容に適合していないこと（以下「契約不適合」という。）を知った時から１年以内に（数量

又は権利の不適合については期間制限なく）その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを

選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第２号を

請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第１号の履行を催告することを要しないものと

する。 

（１）甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、

修理又は不足分の引渡しを行うこと 

（２）直ちに代金の減額を行うこと 

２ 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を

行うことができる。 

３ 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重

大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用するものとする。 

（再委託）  

第２８条 乙は、委託業務の全部を第三者（乙の子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をい

う。）を含む。）に委託することはできない。 

２ 乙は、再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受

けなければならない。ただし、当該再委託が５０万円未満の場合は、この限りでない。 

３ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再委託者」

という。）の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 

４ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について

本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 

（再委託先の変更） 

第２９条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第２項ただし書に該当する場合を除き、

様式２の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 



（履行体制） 

第３０条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又

は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式３の履行体制図を甲に提出しなけれ

ばならない。 

（紛争又は疑義の解決方法） 

第３１条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協

議の上、解決するものとする。 

２ 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については和歌山地方裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とする。 

（存続条項） 

第３２条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第９条第２項、第１０条、第１２条、第１３条、

第１５条、第１９条、第２１条、第２５条、第２６条、第２７条、第３１条及び本条はなお有効に

存続するものとする。 

 

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和８年４月１日 

 

                            甲  和歌山市黒田二丁目３番３号 

                         支出負担行為担当官 

                         和歌山労働局総務部長  ○○    ㊞ 

 

 

                     乙  和歌山市●●  

株式会社 ●● 

代表取締役       ●●    ㊞ 

 

 

 

 

 



様式１ 

                                                       令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

 和歌山労働局総務部長 殿 

 

 

住  所 

                                                名  称 

                                                代表者名                      印 

 

 

再委託に係る承認申請書 

 

 標記について、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 委託する相手方の商号又は名称及び住所 

 

２ 委託する相手方の業務の範囲 

 

３ 委託を行う合理的理由 

 

４ 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 

５ 契約金額 

 

６ その他必要と認められる事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２ 

                                                       令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

 和歌山労働局総務部長 殿 

 

 

住  所 

                                                名  称 

                                                代表者名                      印 

 

 

再委託に係る承認変更申請書 

 

 標記について、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 委託する相手方の商号又は名称及び住所 

 

２ 委託する相手方の業務の範囲 

 

３ 委託を行う合理的理由 

 

４ 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 

５ 契約金額 

 

６ その他必要と認められる事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式３ 

履行体制図 

 

【履行体制図に記載すべき事項】 

・各事業参加者の事業名及び住所 

・契約金額（乙が再委託する事業者のみ記載のこと。） 

・各事業参加者の行う業務の範囲 

・業務の分担関係を示すもの 

 

【履行体制図の記載例】 

 

事業者名 

 

住  所 

 

契約金額 

 

業務の範囲 

 

      Ａ 
 

 

 東京都○区・・ 

 

            円 

 

 

 

      Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  乙   
 

 

    

   事業者Ａ 
     

  

    事業者Ｂ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   事業者Ｃ     
 

 

 

 

 

 

 


